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令和３年６月４日付けで提出を受けた住民監査請求について、地方自治法第 242条第５項

の規定により監査を行い、下記のとおり、令和３年８月２日に請求人へ通知しました。 

 

                     

福岡市監査委員 大 原 弥寿男                     

同       尾 花 康 広 

同       水 町 博 之 

同       本 野 正 紀 

 

 

 

 

住民監査請求（福岡市職員措置請求）の監査結果について（通知） 

 

 

 令和３年６月４日に提出のあった住民監査請求（福岡市職員措置請求）について、地方自

治法第 242 条第５項の規定により監査を行ったので、同項の規定によりその結果を次のとお

り通知します。 

 

第１ 住民監査請求の提出 

１ 住民監査請求（以下「本件監査請求」という。）の内容等 

(1) 請求人 

別表のとおり。 

(2) 提出日 

令和３年６月４日 

(3) 請求の要旨（「福岡市職員措置請求書」の原文のまま。） 

 地方自治法第 242条に基づき、福岡市が、2020年６月５日に、福岡市の 18歳 13,142 

人と 22歳 16,675人の計 29,817人市民の個人情報を名簿にして自衛隊に渡した行為 

にともなった公金の支出（人件費、名簿印刷費、通信費等）の損害の回復のため、右 

損害額を福岡市長に賠償させることを求め、次のとおり措置請求する。 

１ 請求の趣旨 

  地方自治法第 242条に基づき、福岡市が、2020年６月５日に、福岡市の 18歳 
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 13,142人と 22歳 16,675人の計 29,817人市民の個人情報を名簿にして自衛隊に渡 

した行為にともなった公金の支出（人件費、名簿印刷費、通信費等）の損害の回復 

 のため、右損害額を福岡市長に賠償させることを求め、次のとおり措置請求する。 

  福岡市長は、2020年 1月６日の市長記者会見で、自衛官募集の対象となる住民 

 の個人情報について、住民基本台帳の閲覧・書き写しの許可に留めていたのを、紙 

 と電子媒体で自衛隊側に提供する福岡市の方針を明らかにし、同年６月５日に 

 29,817人市民の個人情報を名簿にして自衛隊に渡した。 

  この名簿提供は、人々はすべての基本的人権の享有者であり、個人として尊重さ 

 れるとした憲法や福岡市の基本は住民の福祉増進であるとする地方自治法に違反 

 し、個人情報保護法や福岡市個人情報保護条例に違反する。 

  福岡市が住民基本台帳で保有する 18歳や 22歳の福岡市民の個人情報を本人に知 

 らせることなく、また本人の同意を得ることなく、名簿にして自衛隊に提供するこ 

 とに公益性の必要はない。また、その動機が、自衛官募集に「自治体の６割以上が 

 協力を拒否している」との安倍晋三前首相の発言であるとすれば、それは地方組織 

 が国の末端機関として戦争遂行に協力したことの反省から、第８章を立て国と地方 

 が対等であるとした日本国憲法を没却し地方分権一括法の趣旨や地方自治法第１ 

 条などに違反し、地方自治権を放擲するものだ。 

  今、「イランの危機」や「台湾海峡危機」を煽って戦争になりかねない状況にな 

 っているなかで、福岡市の若者を自衛隊員として戦地に追いやることは憲法９条や 

 市民の福祉増進を目的にする地方自治法第１条の２に違反している。 

２ 公金の支出  総計は 23,745.94円。明細は下に記した。 

人件費 区政課の職員２名２時間で作成と推定し 13,460円と算出した。その計算過 

 程は次のとおり。 

  web検索の、2018年 12月 15日付けの「市政だより」より、2017年度福岡市職 

 員年間平均給与額＝699.7万円を引用した。 

  同１時間割給与額＝4,079円（699.7万円÷[年間執務日数 365日-120日]÷[日 

執務７時間]））と計算した。 

  よって、人件費＝１時間 4,079円×２時間（推定）×２人（推定）＝16,316円 

 と算出した。 

名簿印刷費 情報公開請求して、名簿は A4判で 605頁と用紙費は一枚が 628円であ 

 ること、印刷機材はレンタルであることが判明している。ただレンタル料金などが 
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 不明であり、福岡市庁舎内コピー代金一枚当たり 10円を参考に算定した。 

 印刷用紙代＝0.628円×605枚＝379.94円 

 印刷通し代＝一枚 10円×605枚＝6,050円 

 結局名簿印刷費＝6,429.94円 

通信費 自衛隊との通信費額は不明だが 1,000円と推定した。 

 人件費   16,316   円 

 名簿印刷費  6,429.94 

 通信費    1,000 

 総計    23,745.94 

 

(4) 事実証明書 

   ア 2020年４月 15日付 福岡市政だより 

   イ 2020年６月 20日付 朝日新聞朝刊記事 

   ウ 2020年 11月 22日付 公文書公開請求書受付第 1560号の写し 

   エ 2020年 11月 30日付 公文書非公開決定通知書市区第 309号の写し 

   オ 2020年 11月 30日付 公文書公開決定通知書市区第 309号の写し 

   カ 2020年 11月 30日付 公文書公開決定通知書市区第 309号添付の「分類番号６用

紙類」 

   キ 2020年 11月 30日付 公文書公開決定通知書市区第 309号添付の「名簿提供件数」 

   ク 2020年１月９日付 福岡市長への名簿提供取り消しを求める７団体共同申し入

れ文 

   ケ 2020年 1月９日付 個人情報保護審議会長への名簿提供に「ならない」と答申を

求める文 

   コ 2020年２月 22日付 自衛隊への名簿一括提供を許さない！市民集会決議文 

   サ 2020年３月 11日付 福岡市議会への請願文 

   シ 2020年３月 24日付 福岡市議会への請願文 

   ス 2020年 1月 14日付 福岡市長への抗議・申し入れ文 

   セ 2020年３月 25日付 福岡市議会への請願文 

   ソ チラシ「若者（18歳・22歳）約３万人分が自衛隊に！」 

   タ チラシ「名簿問題シンポジウム」 
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   チ 平成 28年７月７日請求受付住民監査請求（福岡市職員措置請求）の監査結果につ

いて（通知） 

 

２ 要件審査 

   本件請求は、自治法第 242条所定の要件を備えているものと認め、令和３年６月 14

日、これを受理した。 

   ただし、請求人のうち●●●●●氏及び●●●●氏については、請求書に記載された

住所地に該当の住民票がなく、福岡市に居住実態があることを証明する書類の提出もな

かったことから、同日却下した。 
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第２ 監査の実施 

１ 監査の対象 

福岡市が令和２年６月５日に、福岡市の 18歳 13,142人と 22歳 16,675人の計 29,817

人の市民の個人情報を名簿にして自衛隊に渡した行為に伴う公金の支出の違法性・不当

性の有無について監査を行った。 

  

２ 監査対象部署 

市民局区政課、総務企画局情報システム課及び財政局財産管理課 

 

３ 請求人による陳述 

令和３年７月 14日、請求人による陳述を聴取した。なお、市民局区政課の関係職員が

立会いを行った。 

 

４ 監査対象部署の関係職員による陳述の聴取 

令和３年７月 14日、市民局区政課の関係職員による陳述を聴取した。なお、請求人が

立会いを行った。 

 

 ５ 監査対象部署に対する監査 

  (1) 市民局区政課に対する監査 

    市民局区政課職員に対し、令和３年７月９日及び同年同月 16日に自衛隊への名簿提

供にかかる事務の概要及び当該事務に関連する公金の支出について、関係書類の調査

及び聴取調査を行った。 

  (2) 総務企画局情報システム課に対する監査 

    総務企画局情報システム課職員に対し、令和３年７月 20日に名簿作成にかかる公金 

の支出について、関係書類の調査及び聴取調査を行った。 

  (3) 財政局財産管理課に対する監査 

    財政局財産管理課職員に対し、令和３年７月 16日に名簿提供にかかる公金の支出に 

ついて、関係書類の調査及び聴取調査を行った。 
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第３ 監査の結果 

１ 確認した事実 

 (1) 名簿提供にかかる事務等について 

① 人件費について 

  市民局区政課職員のうち、令和２年６月１日から５日にかけて自衛隊への名簿提 

 供にかかる事務に従事したのは職員２名及び会計年度任用職員１名であり、給料及 

 び手当等が支給されている。 

   ② 名簿印刷費について 

名簿印刷に当たっては、市民局区政課に設置され、課内で共有して利用されてい 

る電子複合機及びプリンターが使用され総務企画局情報システム課において、リー 

ス料金が、市民局区政課においてコピー用紙代、トナー代が支出されている。 

  ③ 通信費について 

    名簿提供について、自衛隊職員との連絡方法は、電話又は福岡市役所における面 

談である。当該連絡に用いた市民局区政課が利用している電話回線については、財 

政局財産管理課において契約し、料金が支出されている。 

  (2) 名簿提供に至る経緯について 

  ① 個人情報の第三者提供について 

福岡市では、個人情報保護について、個人情報保護条例を定めており、福岡市個 

人情報保護条例第 10条第２項各号に当てはまる場合は、実施機関以外の者へ提供で 

きる。 

同条第６号では、「前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、福岡市個人情報保 

護審議会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めるとき」と規定されている。 

② 今回の名簿提供にかかる手続 

自衛隊法第 97条第１項により、従前より福岡市は自衛官及び自衛官候補生の募集 

に関する事務の一部を行っており、その経費は、同条第３項により国において負担 

することとなっている。 

自衛隊は、当該自衛官募集にあたり、令和元年以前から、募集対象者情報を紙 

媒体や電子媒体で提供するよう依頼していた。 

これに対し、福岡市では、住民基本台帳法第 11条第１項により住民基本台帳の閲 

覧を認めることで対応していた。 

令和２年１月に福岡市の住民記録システムを刷新したことを契機として、自衛隊 
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への情報提供方法について検討を行うこととした。 

自衛隊が名簿提供を依頼するに当たり根拠としている、自衛隊法第 97条第１項及 

び自衛隊法施行令第 120条の規定をもって、福岡市個人情報保護条例第 10条第２項 

第１号「法令等に定めがあるとき。」に該当するか検討したが、自衛隊法施行令第 

120条においては、「資料の提供を求めることができる」という規定であり、明確に 

第１号に該当するとは判断できないと結論し、福岡市個人情報保護条例第 10条第２ 

項第６号に基づき、令和２年２月７日個人情報保護審議会に諮った。令和２年２月 

14日付個人情報保護審議会の答申「個人情報の公益上の取扱いについて（答申）」 

（令元福個答申第４号）により、自衛官等募集事務に利用することを目的として自 

衛隊に個人情報を提供することについては、公益上の必要性が認められるものと判 

断されたが、提供に当たり以下の措置を講ずるよう要望を受けた。 

ア 個人情報を提供する際の媒体は紙のみとし、提供する情報は、適齢者の「氏 

 名」及び「住所」に限ること。 

イ 提供する情報の取扱いについては、目的外利用の禁止等の情報管理の徹底及 

 び事務終了後の確実な廃棄並びにこれらの実施状況に関する報告を書面で求め 

 るなど、個人情報保護の観点から厳格な措置を講じること。 

ウ 毎年度、情報の提供に先だって、公益上の必要性に関する説明を含めた市民 

 への周知を行い、自己の情報を提供してほしくない旨の意思表示を行った市民 

 については、提供する情報から除外する措置を講じること。 

エ 毎年度、自衛隊に個人情報を提供したことについて、公表を行うこと。 

福岡市は、上記答申を踏まえ、「自衛官等募集事務における募集対象者情報の提 

供等について（方針決裁）」（令和２年３月 26日市民局長決裁）において、福岡市 

個人情報保護条例第10条第２項第６号に基づく「公益上の必要があるもの」として、 

自衛隊へ住民基本情報を提供することを決定し、令和２年６月５日、福岡市役所に 

おいて自衛隊職員に名簿を手渡した。 

③ 個人情報保護審議会において出された要望への対応について 

ア 令和２年６月５日に提供された名簿は、紙媒体のみであり、当該名簿に記載 

された情報は、適齢者の「氏名」及び「住所」のみであった。 

イ 「福岡市住民基本情報の提供等に関する要綱」（令和２年４月１日施行）に 

 より、法令で定める事務の遂行のために必要である場合における住民基本情報 

 又はその一部の国等への提供について必要な事項等を定めたほか、令和２年４ 
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 月１日に自衛隊福岡地方協力本部と「募集対象者情報の取扱いに関する協定」 

 を締結し、目的外利用の禁止、募集対象者情報の適正な管理、事務完了後の確 

 実な廃棄等について定めた。また、当該協定に基づき、令和３年３月 30日に自 

 衛隊福岡地方協力本部より廃棄状況の分かる写真が添付された廃棄報告書を受 

領している。 

  ウ 「福岡市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処 

理要領」（令和２年４月１日施行）を定め、当該要領に基づき、自己の情報を

提供してほしくない旨の意思表示を行った市民については、提供する情報から

除外する措置を講じ、その結果、233名について名簿から除外を行った。また、

次の広報媒体を通して、公益上の必要性に関する説明をし、自己の情報を提供

してほしくない旨の意思表示を行った市民については、提供する情報から除外

する措置を講じる旨周知した。なお、広報媒体ごとの掲載時期等については、

次に示すとおりである。 

    市政記者への資料配布 令和２年３月 31日 

    福岡市ホームページ  令和２年４月１日、同年同月９日、同年５月 21 日、 

同年６月２日 

       市政だより      令和２年４月 15日号 

       福岡市公式ツイッター 令和２年４月１日、同年５月 21日 

       福岡市メールマガジン 令和２年４月９日 

       ポスター掲示（市内 高校及び大学 計 56校）令和２年４月３日（発送日） 

       ポスター掲示（各区役所及び各出張所） 令和２年４月７日（発送日） 

       ポスター掲示（公民館・市民センター） 令和２年５月 14日（発送日） 

       チラシ配布（各区役所及び各出張所）  令和２年４月 10日（発送日） 

     エ 令和２年６月８日に福岡市ホームページに、令和２年６月５日に自衛隊に個 

人情報を提供した旨を公表した。 

     なお、ウ及びエの事項に関しては、令和３年度においても実施された。 
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２ 判断 

  (1) 名簿提供にかかる公金の支出について 

   ① 人件費について 

名簿提供の事務に従事した職員への人件費の支給については、関係法令を遵守し 

て適正に執行されており、違法又は不当な公金支出はなかった。 

   ② 名簿印刷費について 

名簿印刷に要した費用（プリンター及び電子複合機のリース料、用紙購入費等） 

については、関係法令を遵守して適正に執行されており、違法又は不当な公金支 

出はなかった。 

   ③ 通信費について 

     自衛隊との連絡に用いた電話回線の費用については、関係法令を遵守して適正に 

執行されており、違法又は不当な公金支出はなかった。 

  (2) (1)の支出の前提となった行為について 

    上記（1）により、当該支出行為に手続違反がなくても、先行する非財務会計上の原 

因行為により違法と判断される場合がある。 

最高裁平成４年 12月 15日判決（１日校長事件）においては、財務会計上の行為を 

行う権限を有する職員に対し、地方自治法に基づく損害賠償責任を問うことができる

のは、「先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提と

してされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであ

るときに限られる。」（判決文より抜粋）とされ、先行する原因行為が「著しく合理

性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する

ものとは解し得ないから、被上告人としては、東京都教育委員会が行った本件昇格処

分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所要の財務会計上の措置を採るべ

き義務があるものというべきであり、したがって、被上告人のした本件支出行為が、

その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということ

はできない。」（判決文より抜粋）とされている。 

この判例の考え方から、先行する原因行為（以下、「先行行為」という。）が著し 

く合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が

存するときに限り、これを看過してされた後行行為は財務会計法規上の義務に違反す

る違法なものとなると解される。 

 本件においては、先行行為である名簿の提供と、後行行為である名簿の提供のため
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の費用の支出は密接でかつ一体的なものと考えられるため、先行行為が著しく合理性

を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し違法

であると判断された場合に、費用の支出自体不適正とみなされるものと考えられ、検

討が必要となる。 

  (3) 名簿提供にかかる手続について 

 １(2)①にあるとおり、福岡市では、個人情報保護について、憲法、地方自治法及び 

個人情報保護法にのっとり、個人情報保護条例を定めており、福岡市個人情報保護条

例第 10条第２項各号に当てはまる場合は、個人情報を実施機関以外の者へ提供できる。 

 今回の名簿提供に当たっては、福岡市個人情報保護条例第 10条第２項第６号に基づ

き、令和２年２月７日個人情報保護審議会に諮ったところ、自衛官等募集事務に利用

することを目的として自衛隊に個人情報を提供することについては、公益上の必要性

が認められるとの答申を得たものである（令和２年２月 14日答申）。 

 これを受けて実施機関である福岡市長は、「自衛官等募集事務における募集対象者

情報の提供等について（方針決裁）」（令和２年３月 26日市民局長決裁）により、公

益上の必要があると認めたうえで、提供を決定しているものであり、法令に従った事

務を行っている。 

 

 ３ 結論 

   以上のとおり、福岡市が令和２年６月５日に個人情報を名簿にして自衛隊に渡した行 

為に伴う公金の支出についても、また、その原因となった名簿提供についても、違法性 

・不当性は認められないため、請求人の主張には理由がなく、本件請求を棄却する。 
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別表（請求人一覧） 

脇 義重 倉掛 直樹 

森 文子 宮島 武郎 

前田 京子 古瀬 加奈子 

上戸 洋子 須河内 隆夫 

馬場 紀子 木村 眞昭 

山口 玲子 鈴木 正昭 

山本 節子 ●● ●●● 

筒井 陽子 大塚 龍昇 

川本 光治 原 豊典 

和田 幸之 本河 知明 

安倍 智子 福澤 利子 

●● ●● 上村 陽一郎 

福岡地区合同労働組合 ●● ●●●（却下） 

●● ●●（却下）  
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